
事業場のメリット

①労働者の健康確保

②継続的な人材の確保

③労働者のモチベーション向上

④健康経営の実現

⑤多様な人材活用による組織の活性化

労働者のメリット

①病気の増悪防止

②仕事の継続による収入の確保

③安心感やモチベーションの向上

④働くことによる社会貢献

治療と仕事の両立支援の取組をアピールしましょう！

事業場における治療と仕事の両立支援（以下「両立支援」という。）の取

組事例を集めています。ご応募いただいた事例を選考の上、事例集として取

りまとめ、兵庫県地域両立支援推進チーム（※）の構成員のHPに掲載する

他、各種説明会において配布する等、広くPRさせていただきます。また、

取組事業場一覧をＨＰに掲載させていただくことも検討しています。

※兵庫労働局（事務局）では、県内の地方自治体、医療機関、関係団体等を構成員

とするチームを設置し、県内における両立支援の推進を図っています。

近年、医療の進歩により、かつては「不治の病」とされていた疾病におい

ては生存率が向上し、「長く付き合う病気」に変化しつつあり、疾病を抱え

る労働者の就業可能性は向上しています。

その一方で、仕事上の理由で適切な治療が受けられない場合や、疾病に対

する職場の理解や支援体制不足等により、離職に至ってしまうケースがみら

れます。

事業場において両立支援に取組むことは、労働者の健康確保という意義と

ともに、継続的な人材の確保、労働者の安心感やモチベーションの向上によ

る人材の定着をもたらし、その結果として企業業績の向上等にもつながるこ

とが期待されます。

治療と仕事の両立支援とは？

① 応募対象 兵庫県内にある事業場

② 応募方法 応募様式（記載例は裏面）に記載の上、
下記メールアドレスまで送信してください。

③ 応募先メールアドレス
kenkouka-hyougokyoku@mhlw.go.jp

① HP掲載期間 令和９年３月末までを予定
（都合により途中で掲載を終了することがあります。）

② 下記リンク先の『応募様式』をダウンロードして下さい。

両立支援について詳しく知りたい方は以下のＱＲコードをご活用ください。

両立支援を行うための環境整備

①経営トップによる基本方針の表明

②労働者等への意識啓発

③相談窓口の設置

④休暇制度や勤務制度の整備

など

【ガイドライン】 【相談窓口】 【両立支援ナビ】

【問合せ先】
兵庫県地域両立支援推進チーム

好事例集作成部会 事務局
兵庫労働局労働基準部健康課

両立支援担当者
所在地：神戸市中央区東川崎町１－１－３
電話番号：０７８－３６７－９１５３

兵庫労働局 治療と仕事の両立支援



応募用紙 記載例


